
 

   地域医療支援病院名称承認申請概要書 

１ 開設者の住所等 

住 所 愛知県半田市東洋町二丁目１番地 

名 称 及 び

代表者の職・氏名

半田市 

市長 榊原 純夫 

２ 病院の名称等 

名 称 半田市立半田病院 

所 在 地 愛知県半田市東洋町二丁目２９番地 

診 療 科 名 

救急科、内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、

循環器内科、心臓外科、精神科、小児科、外科、血管外科、整形外科、脳神

経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテ

ーション科、放射線科、麻酔科、歯科・歯科口腔外科、病理診断科 計２４

科 

精 神 感 染 症 結 核 療 養 一 般 合 計
病 床 数 

 ４９９ ４９９床

３ 施設の構造設備 

施 設 名 設   備   の   有   無 

集 中 治 療 室 有 ・ 無 
病床数 22 床

化 学 検 査 室 有 ・ 無 

細 菌 検 査 室 有 ・ 無 

病 理 検 査 室 有 ・ 無 

病 理 解 剖 室 有 ・ 無 

研 究 室 有 ・ 無 

講 義 室 有 ・ 無 

図 書 室 有 ・ 無 

救 急 用 又 は 患 者 
搬 送 用 自 動 車 

有 ・ 無 
保有台数 1 台

医薬品情報管理室 有 ・ 無 



 

 
４ 他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療を提供する体制の整備

状況 

（１）紹介率 

紹 介 患 者 の 数

(A)
救 急 患 者 の 数

(B)
初 診 患 者 の 数

(C)
紹 介 率

((A+B)/C×100)

10,856 人 2,074 人 20,462 人 63.2％

（２）逆紹介率 

逆 紹 介 患 者 の 数 
(D) 

初 診 患 者 の 数

(C)
逆 紹 介 率

(D/C×100)

9,486 人 20,464 人 46.4％

５ 共同利用のための体制の整備状況 

（１）共同利用の実績 

前 年 度 の 共 同 利 用 を 行 っ た 医 療 機 関 の 延 べ 機 関 数 167 施設

 うち申請者と直接関係のない医療機関の延べ機関数 167 施設

共 同 利 用 に 係 る 病 床 の 病 床 利 用 率 21.1％ 

（２）共同利用の範囲 

施 設 名 等 

 
開放型病床、医療機器、会議室、研究室、図書室、医薬品情報

管理室 
 

（３）共同利用の体制 

共 同 利 用 に 関 す る 規 定 有 ・ 無 

利用医師等登録制度の担当者 有 ・ 無 

（４）利用医師等登録制度 

登 録 医 療 機 関 数 １６６施設

 う ち 申 請 者 と 直 接 関 係 の な い 医 療 機 関 数 １６６施設

（５）常時共同利用可能な病床数 

５床 



 

６ 救急医療を提供する能力の状況 

（１）重症患者の受け入れに対応できる医療従事者 

専 従 非 専 従
職 種 

常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤

医 師 １人 0 人 ６１人 ０人

看 護 師 ５２人 ２人 ０人 ０人

そ の 他 ３人 ３人 ５８人 １３人

（２）重症救急患者のための病床 

優先的に使用できる病床 ２２床 

専 用 病 床 ２２床 

（３）重症救急患者に必要な検査又は治療を行うために必要な診療施設 

施 設 名 

 
救命救急センター、集中治療室、周産期センター、手術室、検

査室、放射線室 
 

（４）その他 

「救急病院等を定める省令」（昭和 39 年厚生省令第 8 号）に基づき知

事の救急病院の認定を受けている病院である場合 可・否

「救急医療対策の整備事業について」（昭和 52 年 7 月 6 日付け医発第

692 号厚生省医務局長通知）に基づき救急医療を実施している場合 
可・否

 

７ 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力の状況 

（１）研修の実績 

研   修   の   内   容 研 修 者 数 

地域の医師等を含めた症例検討会、研修会、医学医療に関す

る講習会等 
2,124 人

（２）研修実施のための施設及び設備 

施 設 名 等 

第４会議室（マイク放送設備、PC プロジェクター、ビデオ DV
デッキ、机等）、第１会議室（机等）、第２会議室（マイク放送

設備、PC プロジェクター、電子カルテ対応ＰＣ、机等）、第３

会議室（DV デッキ、机等）、第１研修室（机等）、第２研修室

（机等）、多目的ホール（机等） 



 

８ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法及び閲覧方法 

（１）管理責任者等 

管 理 責 任 者 有 ・ 無 

管 理 担 当 者 有 ・ 無 

（２）閲覧責任者等 

閲 覧 責 任 者 有 ・ 無 

閲 覧 担 当 者 有 ・ 無 

 

９ 医療法施行規則第 9 条の 19 第 1 項に規定する委員会の構成 

学 識 経 験 者 １  

医師会等医療関係団体の代表 ４  

当 該 病 院 の 関 係 者 ６  

そ の 他 ４  

 



 

地域医療支援病院名称承認に関する補足資料 

 

１ 病院内に患者からの相談に適切に応じる体制状況について 
半田病院内に、患者相談窓口及び担当者を設けています。患者及び家族等

からの苦情、相談に応じる体制を確保しています。 
その体制について、具体的には次のとおりです。 

①当院医務局に地域医療連携室を設置 
地域医療連携室は病診連携担当と相談支援担当の２担当。 
相談体制としては、看護師４名、医療相談員４名、事務職７名、合計で１

５名。 
②当院医務局に医療安全管理室を設置 
医療安全管理室は医療安全担当と感染対策担当の２担当。 
相談窓口体制としては、医師２名、看護師４名、医療相談員１名の合計で

７名。 
 
 
２ 在宅医療に関する支援状況について 

当院では、次のような支援を行っています。 
①地域医療機関との連携を図り、在宅医療応需可能な範囲を把握して患者を

紹介しています。 
②１５か所の訪問看護ステーションと５年前から連携会を月１回行い、在宅

支援の依頼をスムーズに行っています。 
③居宅介護支援事業所や介護施設の方々との連携会を随時開催し、情報共有

と在宅支援の方法を検討しています。 
④平成２３年度に「シームレスケア連携会」（医師会、薬剤師会、訪問看護

ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等）を企画運

営し、知多半島医療圏における医療と介護・福祉のネットワークを構築し、

連携の緊密化を図っています。 
⑤当院の褥瘡ケアの専門看護師が、在宅療養患者への訪問看護を開始し、在

宅医療の支援を図っています。 

 


